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１．【提出理由】

パトナム・ヨーロッパ・エクイティ・ファンド（Putnam Europe Equity Fund）（以下「ファンド」といいま

す。）に関して、2019年1月25日に開催されたファンドの受託者会において、2019年3月8日付でクラスＭ受益証券

を解散（繰上償還）することを決定しました。よって、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内

容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第１４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

２．【報告内容】

　（イ）当該解散等の年月日

2019年3月8日

 

　（ロ）当該解散等に係る決定に至った理由

ファンドの管理運用会社であるパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーが、ファン

ドおよびファンドの受益者の利益に資するとの判断に基づき、ファンドを同社が管理運用する別のファン

ドに統合することを提案し、ファンドの受託者会がこれを承認したことによるものです。

 

　（ハ）法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提

供している場合又は公衆の縦覧に供しているばあいには、その旨

2019年1月29日付の書面により、日本における販売会社（ファンドの受益証券の登録受益者）に通知しま

した。

 

添付書類

　１　在職証明

　２　委任状
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